
近藤記念海事財団奨学生募集要項

１ 奨学生の資格
学業・人物ともに優秀かつ健康である者とし、家計の状況は学資の支弁が困難と認め

られる者とする。
本人の属する世帯で１年間の総収入金額が収入基準額（第１表）以下であること。

２ 貸 与 額
月 額 １０,０００円
（商船学科については、実習期間中の奨学金を実習開始月に一括交付）

３ 貸与の期間
奨学生採用決定月から卒業する月まで

４ 提出書類
① 奨学生願書
② 学資支弁者及び家族の家計状況を知ることのできる市町村長等の証明書（父母両方）

給与所得者 ・・・・・ 令和２年分源泉徴収票（写）もしくは、令和３年度所
得証明書

給与所得者以外・・・・ 令和２年分確定申告書（控）
年金受給者 ・・・・・ 年金通知書（写）
無 職 者 ・・・・・ 無職証明書(民生委員発行)及び令和３年度所得証明書

上記が提出できない場合
・雇用保険受給証明書
・非課税証明書

③ 家族全員の住民票(寮生の場合は、寮生分の上島町の住民票もご用意ください。)
④ 中学３年時の成績証明書（１年生に限る）

高校３年時の成績証明書（編入学生に限る）

５ 提出期限
令和３年９月２１日（火）
※貸与を希望する学生は、９月１７日(金)までに学生支援係までご連絡ください。

願書をご自宅に郵送しますので、他の提出書類と併せて上記期限までにご提出
ください。

６ 提 出 先
学生課学生支援係

７ 奨学生の決定
選考のうえ、校長が決定する。
結果は全員に通知する。

８ 奨学金の交付
本人の申し出による銀行口座に振り込むものとする。

第１表 収入基準表

１ 家族数による年収の最高限度額
（単位：万円）

家 族 数 ３ 人 ４ 人 ５ 人 ６ 人 ７ 人 ８ 人
収入限度額 ５６０ ５９０ ６２０ ６５０ ６８０ ７１０
注１：本表以外は家族１人につき３０万円を増減する。

２：家族の中で所得者全員の収入額が基準となります。

２ 就学者数による特別加算額
（単位：万円）

就 学 校 大 学 短 大 高 専 高 校 中 学 小 学
１名につき ２３０ １５５ １５５ １１０ ７０ ５０
注：就学者数には本人を含む。


